
議案第６号 

  

   木津川市国民健康保険税条例の一部改正について 

  

 木津川市国民健康保険税条例（平成２０年木津川市条例第４号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

  

  令和７年２月２５日提出 

  

                木津川市長 谷口 雄一   

  

  

  

  

  

   提案理由 

 府へ納付する国民健康保険事業費納付金の増加等により、現行の税率では特別会計

として独立した財政運営が困難な状況となっていることから、府から示された標準保

険料率を参考に、また木津川市国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、所要の改正

を行うものです。 

 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市国民健康保険税条例（平成２０年木津川市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の８．４を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の８．０を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について、２８，

０００円とする。 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について、２６，

０００円とする。 



（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一

の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において

「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。次号、

第７条の２及び第２３条第１項に

おいて同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後５年を経過す

る月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。第３

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一

の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において

「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。次号、

第７条の２及び第２３条第１項に

おいて同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後５年を経過す

る月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。第３



号、第７条の２及び第２３条第１

項において同じ。）以外の世帯 

２３，８００円 

号、第７条の２及び第２３条第１

項において同じ。）以外の世帯 

２１，０００円 

（２） 特定世帯 １１，９００円 （２） 特定世帯 １０，５００円 

（３） 特定継続世帯 １７，８５０ 

   円 

（３） 特定継続世帯 １５，７５０ 

  円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．８を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．２を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１０，２

００円とする。 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について７，８０

０円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ７，０００円 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ６，０００円 

（２） 特定世帯 ３，５００円 （２） 特定世帯 ３，０００円 

（３） 特定継続世帯 ５，２５０円 （３） 特定継続世帯 ４，５００円 



（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に、１００分の２．

６を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に、１００分の２．

４を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて１０，４００円とする。 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて９，４００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について５，６００円

とする。 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について５，２００円

とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２４万円を超える場

合には、２４万円）並びに同条第４項

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２４万円を超える場

合には、２４万円）並びに同条第４項



本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

（１） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する

給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等

（１） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する

給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等



の収入金額が６０万円を超える者

に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

の収入金額が６０万円を超える者

に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

１９，６００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

 １８，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １６，６６０

円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １４，７００

円 

（イ） 特定世帯 ８，３３０円 （イ） 特定世帯 ７，３５０円 

（ウ） 特定継続世帯 １２，４

９５円 

（ウ） 特定継続世帯 １１，０

２５円 



ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，１４０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，４６０

円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ４，９００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ４，２００円 

（イ） 特定世帯 ２，４５０円 （イ） 特定世帯 ２，１００円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，６７

５円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，１５

０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ７，２８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ６，５８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

３，９２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

３，６４０円 

（２） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

（２） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一



世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

 １４，０００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

 １３，０００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １１，９００

円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １０，５００

円 

（イ） 特定世帯 ５，９５０円 （イ） 特定世帯 ５，２５０円 

（ウ） 特定継続世帯 ８，９２

５円 

（ウ） 特定継続世帯 ７，８７

５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条



第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，１００

円 

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ３，９００

円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ３，５００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ３，０００円 

（イ） 特定世帯 １，７５０円 （イ） 特定世帯 １，５００円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，６２

５円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，２５

０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ５，２００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ４，７００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

 ２，８００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

 ２，６００円 

（３） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

（３） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か



ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５４万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者

を除く。） 

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５４万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者

を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

 ５，６００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

５，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世 

帯以外の世帯 ４，７６０円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世 

帯以外の世帯 ４，２００円 

（イ） 特定世帯 ２，３８０円 （イ） 特定世帯 ２，１００円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，５７ 

０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，１５ 

０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，０４０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １，５６０

円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る エ 国民健康保険の被保険者に係る



後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １，４００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １，２００円 

（イ） 特定世帯 ７００円 （イ） 特定世帯 ６００円 

（ウ） 特定継続世帯 １，０５

０円 

（ウ） 特定継続世帯 ９００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ２，０８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て １，８８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

 １，１２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

 １，０４０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応



じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に

定める額 

（１） 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に

定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，２００円 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ３，９００円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ７，０００円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ６，５００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １１，２００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １０，４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，０００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １３，０００円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

（２） 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，５３０円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，１７０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，５５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，９５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ４，０８０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ３，１２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５，１００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ３，９００円 



３ （略） ３ （略） 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木津川市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後

の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第６号 木津川市国民健康保険税条例の一部改正について 

担 当 課 国保年金課 国保年金係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 
 

国保運営の安定を図るため、府が示す標準保険料率を参考に保
険税率を改定するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・平成３０年度に税率改定を実施して以来、令和６年度まで国保
財政調整基金を活用することにより、税率改定を行わず、現行税
率のまま据え置いたところ、市の保険税率と府の標準保険料率が
大きく乖離し、現行税率のままでは国保財政の安定的な運営が図
れず、令和７年度予算での税率改定は必須となった。 
・この間の市国保運営協議会の意見も踏まえ、課内において適正
な保険税率等の試算、協議・検討を実施し、市国保運営協議会へ
の諮問案を決定。 
・市国保運営協議会における税率改定を諮問（審議） 
（１月２４日） 

・答申（１月３０日） 
・政策決定（１月３０日） 
 
 
 

市 民 参 加 の 状 況 
■有  □無 

木津川市国民健康保険運営協議会を開催 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 ３  誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

施 策 目 標 （２）  ともに支え合う地域福祉の充実 

施 策 １３ 安心して医療をうけられる体制づくり 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

■単年度（令和７年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 適正な保険税率により、安定的な事業運営に必要な財源を確保
できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


